■分科会３「軍縮」

ファシリテーター　川崎哲（ピースボート）

書記　塚田晋一郎（ピースデポ）

第一議題「武器貿易の取り締まり」

　冒頭、ファシリテーターの川崎哲・ピースボート共同代表が、通常兵器の売買を国際的に取り締まる「武器貿易条約（ＡＴＴ）」を目指して昨年国連で大きな動きがあったので、これを中心に議論したいと述べた。

　最初の報告者として、平野隆一・外務省通常兵器室長が、ＡＴＴに関する日本政府の基本的な立場を以下のように報告した。

· ＡＴＴ構想に関する日本政府の基本的立場を述べたい。日本政府は、小型武器をはじめとする通常兵器の問題について積極的に行動してきた。日本は武器輸出三原則等の下、原則として武器を輸出していない。ＡＴＴは通常兵器輸出入管理を強化するものであり我が国の考え方と一致するので、高い関心をもっており、作業には積極的に参加する。

· ＡＴＴが実質的に意味を持つには、武器の主要輸出国を含め幅広い国を関与させていくことが大事である。

· ２００１年以降、ＡＴＴ構想の議論が始まった。昨年４月からジュネーブで１０カ国程度のグループによるＡＴＴ決議案の協議が行われ、そこに日本も参加していた。７月２４日に決議案ができ、７カ国（アルゼンチン、オーストラリア、コスタリカ、フィンランド、ケニア、イギリス、日本）のジュネーブの軍縮代表部大使の連名で、国連加盟国に送付した。昨年１０月、国連総会第１委員会に決議案提出、１３９カ国の賛成で採択された。本会議では１２月６日、１５３カ国の支持を得て採択された（A/RES/61/89)。

· 国連決議に基づき、現在は各国が、ＡＴＴの実現可能性や対象範囲、含まれるべき要素等について各国が意見書を作成している段階である。４月３０日が提出期限になっている。日本としての意見書を準備するとともに、意見書を出すように各国に働きかけている。提案７カ国共同で「意見書作成にあたっての参考ガイドライン」を策定し各国に示している。

· 国連決議は２００８年に政府専門家グループを設置するとしている。同グループには２０～３０カ国が入ることになろう。

· 本年１月９日の安倍・ブレア日英共同声明の中にＡＴＴ構想に関して「国連の枠組みにおける議論の気運を維持していくべく協力する」という一文が盛り込まれた。

· 本年３月１２～１３日、外務省主催で小型武器問題に関するワークショップを開催した。各国政府関係者、ＮＧＯ、有識者、国会議員らが参加し、「人間の安全保障」を視点に入れた議論およびＡＴＴに関する議論が行われた。

· 日本のこれまでの通常兵器問題に対する積極的な取り組み、武器輸出三原則等を有する平和国家であることを踏まえた考え方を出していく。一方でＡＴＴを実効性のあるものにしなければならない。ＮＧＯ、有識者からのアドバイスをいただきながら進めていきたい。

　続いて、寺中誠・アムネスティ日本事務局長から以下のような報告があった。

· 圧倒的多数での国連決議を採択させた日本政府の努力を評価する。

· 十数団体の国際ＮＧＯ等によってポジションペーパーが発表された。ペーパーでは、ＡＴＴは実現可能と考え、そのためにクリアされるべき事項を提示している。

· 国際ＮＧＯがＡＴＴに入れるべきと考える点には、以下のような諸点がある。まず、政府にはすべての武器の移転に関して法的責任があるということを明確にすべきである。私人間の移転も含めて、政府が責任を持つ。武力紛争その他に使われる場合には、国際人道法違反ではないかを政府が確認しなければならない。国連憲章５１条や第７章に定められた自衛権など武力行使の要件が確保されているかを確認するのも国の責任である。

· ＡＴＴは国連憲章、１９４９年のジュネーブ諸条約・議定書、火器の使用に関する国連基本原則、を最も重要なものとして参照しなければならない。

· ＡＴＴが実現すべきものとして、国際社会における平和への脅威の予防すること、国際人権法など戦争に関する様々な国際法をきちんと尊重すること、人権を守ること等がある。

· 条約の対象範囲として、通常兵器全般が含まれる必要がある。グレーゾーンとして、パーツ（部品）と技術がある。これが規制対象にならなかった場合には、抜け穴になる。実効性のある武器貿易規制の実現のためには「武器」の定義とＡＴＴによって規制されるものの範囲が重要である。これらの点に関して、日本政府としてどう考えているのか、意見書の段階で各国にも明確に見せるべきである。今後条約作成の駆け引きがあるだろうが、どういうスタンスで協議を開始するのかは、少なくとも意見書で表明すべきである。

　寺中氏の報告を受けて、平野室長より、次のようなコメントがあった。

· グローバルな法的拘束力のあるものを目指す。平和への脅威の予防、戦争に関する国際法が守られなければならないこと、人権を守るといった観点はいずれも重要と考えている。

· 部品に対しての何らかの規制が必要。いわゆる汎用品といわれるものについてどういう規制をかけていくのか、考えていかなければならない。

· 技術についてはさらに難しい。最近、通常兵器において、欧州等先進国での生産はやめ、輸出規制の緩い途上国で生産し紛争地域に輸出するという例がある。紛争の現場での人権の擁護、平和への脅威の予防という観点からもこれを防いでいかなければならず、どういう制度でそれができるのか、これから勉強していかなければならない。

· 実効性があるものにするためにはきちんと細部まで決めていかなくてはならないというのはご指摘の通りだが、多くの国を巻き込んで議論を始めるためには、あまり初めのところで細部に入れ込まない方がよいという面もある。

· 日本に入ってくるもの、日本から出て行くもののみならず、第三国間のものをどう取り締まるか。グローバルな仲介をどう規制していくかという問題もある。

　これらを踏まえ、報告者および会場との間で、以下のような意見交換があった。

· 部品の統制が重要であり、それを含め細部の手続きを徹底的に行うことが大切である。

· ＮＧＯ側が主張するＡＴＴの規制対象範囲に関しても、以前と変化してきている面もある。

· 警察用の装備、つまり国内の治安維持のために使われるものも規制できる。汎用品の規制のあり方には難しい問題も伴う。

　これらの意見交換を踏まえ、川崎氏は、以下のようにまとめて、この議題の論議を終えた。

· ＡＴＴにおける定義や対象範囲に関する専門的な論点が示されたが、日本国内・国際的に世論を高めていくことも引き続き重要である。

· 通常兵器の拡散がいかに武力紛争の悪化と人々の命を落とすという人道問題につながっているかということを広めていき、一刻も早くＡＴＴが必要だということを国際世論にしていくことが重要だ。

· 今日の議論をきっかけに多くの市民が外務省の情報にもアクセスしていくようになり、政府とＮＧＯの連携がさらに強まることを望む。

第二議題「多国間の核軍縮・不拡散体制の立て直し」

　冒頭、ファシリテーターの川崎哲・ピースボート共同代表が、以下のように本議題の趣旨を述べた。

· 過去３回のパブリックフォーラムの中では、核軍縮・不拡散を必ず取り上げてきたが、日本の国連総会決議案、日本の核政策、北東アジア非核地帯などをめぐって、軍備管理軍縮課とＮＧＯの１対１のやりとりになる傾向があった。しかし今、２００５年ＮＰＴ再検討会議の決裂や、イラン、北朝鮮、インドなどの地域問題の突出の中で、多国間の核軍縮・不拡散体制が転機にあるのは明らかである。核軍縮・不拡散体制の立て直しに向けて、市民と政府がそれぞれの立場からオプションを出し合い、互いに議論するような分科会運営にしたい。報告者、会場から、さまざまな提案を出してもらいたい。

　その後、計４名の報告者から、以下のような発題がなされた。

報告者１　今西靖治・外務省軍備管理軍縮課首席事務官

　パワーポイントによるスライドショーを交えて、「国際的な核軍縮・不拡散体制の強化」に関して以下のような発題を行った。

１．最近の動き

· 北朝鮮のミサイル発射実験、核実験を受け、各々安保理決議が全会一致で採択。大量破壊兵器の開発につながる材料・物資の移転を厳しく制限する等、強いメッセージが国際社会から送られた。こうした圧力が功を奏した形で、対話の動きが始まっている。６者会合では、本年２月の第５回６者会合第３セッションで、非核化に向けた具体的な行動が合意された。

· イラン。イランの濃縮関連活動は、核開発に直接つながるものとして国際社会の危惧が続いている。イランは、平和利用の名の下にＮＰＴ加盟国の正当な権利と説明しているが、同国は過去に国際社会に隠れて濃縮活動を行っていた。この関連では安保理決議１６９６、１７３７、１７４７が採択されている。　

２．ＮＰＴ運用検討プロセス

· こうした地域の問題等を踏まえＮＰＴ体制は弱体化しているのではないかと指摘されている。２００５年の運用検討会議は実質的な合意事項がなかった。２０１０年の会議に向けたプロセスが今年から始まる。準備委員会は４月３０日からウィーンで開始され、日本が議長国となる（天野之弥ウィーン代表部大使）。

· ＮＰＴの３本柱（核軍縮、核不拡散、原子力平和利用）についてどこまで実質的な議論ができるか。２０１０年会議がうまくいくような雰囲気を醸成することが最低限の目標である。

· 準備プロセスの一環として、本年２月にウィーンでＮＰＴ日本セミナーを開催した。環境作りのために有識者を集めたセミナーであり、盛況で、いろいろな意見が出た。それらも踏まえ、まずは第１回目の準備委員会を成功させたい。

３．ＣＴＢＴ

· 条約の発効促進が重要。４４カ国の要件国が批准して初めて発効するが、まだ１０カ国が批准していない。米中をはじめ、安全保障上の問題から批准できていない国も多々あるので、まずはそうではない国から技術的な問題の解決も含めて働きかけをしていく。コロンビア、インドネシアなどへの働きかけをしていきたい。ベトナムは昨年３月に批准した。

· 第５回発効促進会議が今年行われる。

· 国内運用体制の整備としては、日本国内１０施設のうち半数が認証済みであり、さらに認証に向けた取り組みを強化する。日本気象協会、日本原子力研究開発機構などを通じて取り組む。

· 去年１０月の北朝鮮核実験では、国際監視制度の有効性が証明された。日本では気象庁で地震波を観測した。高崎観測所で核実験の鍵となる希ガスを感知できる機械を導入した。２回目の核実験を差し迫ったものとして感じているわけではないが、いつどこでどの国が核実験を行うか分からないので、科学的に把握する手段を国際社会として整備する必要がある。

４．ジュネーブ軍縮会議（ＣＤ）

· 多国間条約交渉の唯一の場　１９９６年にＣＴＢＴを作成して以降１０年が経ったが、ＣＴＢＴに続く条約ができておらず、ＣＤが停滞しているとの声が強い。

· ＦＭＣＴ（兵器用核分裂性物質生産禁止条約）については、昨年米国が条約案を発表し、議論が活発になってきている。３月１３日には浜田大臣政務官をＣＤに派遣し、ＦＭＣＴ早期交渉開始を呼びかけた。ストックおよび検証の扱いが主要論点となっている。

· ＰＡＲＯＳ（宇宙空間における軍備競争の防止）については、ＣＤの４つの主要議題のうちＦＭＣＴと並ぶものとなっている。中国・ロシアは熱心に推進しているが、米国は慎重な立場で、「宇宙における軍拡そのものが存在しない」としている。中・ロはＦＭＣＴと同時にＰＡＲＯＳもやらねばと主張してＣＤ停滞の要因になってきたが、最近ではロシアはＦＭＣＴを先に進めても構わないと言い始めている。

· 中国の衛星破壊実験については、こうした中国の姿勢と「矛盾」するとの批判が西側諸国からなされており、日本政府としても中国に説明求めているが、一般的に言われている以上の説明は、未だなされていない。

５．国連事務局軍縮局の改編

· 潘基文（パン・ギムン）事務総長のイニシアティブにより軍縮局(Department for Disarmament Affairs)を事務総長直轄の軍縮部(Office for Disarmament Affairs)への改編が行われた。　「軍縮室」と訳す向きもあるが外務省では「軍縮部」と訳している。実際には約５０人の職員は一切変わらない。ヘッドは上級代表(High Representative)であり、事務次長レベル(USG)を維持することで妥協が図られた。

· 日本の取り組みとして、核軍縮決議案（２００６年、１６７カ国の支持）、国連軍縮会議、国連軍縮フェローシップなどを引き続きやっていく。

６．米印原子力合意

· ＮＰＴの観点から問題があると言われている。安全保障だけの問題としてではなく、インド経済の中でどのようにエネルギーを確保するか、地球温暖化の問題なども含めて国際社会で考えていくべきである。日本政府は最終的には態度を決めておらず、軍備・不拡散の観点も含め慎重に検討中。ＮＳＧの場で議論されてく。インドは日本が支持をすれば他の国もしやすくなるので、日本の支持を欲しがっている。昨年１２月にはシン首相が訪日した。

７．ＮＧＯとの協力

· 軍縮教育。若い世代に軍縮の現状を知ってもらう、関心を持ってもらえるような取り組みを行なっていきたい。まさにＮＧＯから知恵を貰いたい分野。新しい取り組みを行っていきたい。

報告者２　梅林宏道・ピースデポ代表

１．多国間の枠組みを立て直すための基本的なことがら

· 第６条フォーラム（ＮＧＯ中堅国家構想（ＭＰＩ）が始めた対話の枠組み）に参加する中で、良心的な外交官の苦悩があること、すなわち、地球市民的な立場での意欲がある一方で、国益を背負って語らざるを得ないというジレンマを抱えており、自分たちが前に進めなくなっているところをＮＧＯが何とか突破して欲しいというような期待があることを感じる。

· ＮＧＯへの期待とは、グローバルな意味での公正さを推進することと、専門性、技術的な知識に裏打ちされた提案をすることである。

· 現在の状況は、米ブッシュ政権のあまりに極端なマルチ否定からの回顧がみられる。来年の大統領選挙で米政権が変わると少しは機運が変わり、外交官の苦悩も少しは和らぐのではと思う。しかしアメリカ国内に蓄積している方向性は急には変われない。例えば去年ブッシュ政権が出したアメリカの新宇宙政策は、国益エゴイズムでできており、他国の介入許さないマルチ条約否定の政策だ。

· 例えば米印協定問題で、軍備管理軍縮課が頑張っているのはわかるが、総理はとにかくインド、アメリカとの「戦略的関係」ばかりを強調している。国連全体の中で「地球的規模の公正さ」をアジェンダにしていく工夫が大事。

· そのような工夫を考えるとき、ＩＡＥＡの追加議定書を普遍化する運動は、いい模範になる。

· 例えば、国際的な公正さを求めることをクローズアップするような具体的イッシューを国連総会決議として提案し、それへの可否を加盟各国に求める。各国に意思表示をさせる。米国のように無視する国があってもいい。

· 核軍縮・不拡散の具体的な政策に関して

· ＮＰＴに関して。去年１１月アナン国連事務総長がプリンストン大学で行った演説が非常に参考になる。核兵器保有国は核兵器を廃棄するタイムテーブルを提示すべきである。タイムテーブル提示のもとに、印パ、イスラエルにＮＰＴ加盟を求める。保有国が核兵器をなくすというプロセスを示すことによって、ＮＰＴ体制に入ってくる。

· ２０００年ＮＰＴ合意の１３項目はまだ活きており、その基礎の上に先を築くということを求めていく必要がある。米国は「過去の合意は今の合意ではない」と真っ向から否定しているが、これに対してはきちんと対決しなければならない。

· ＦＭＣＴへの交渉開始。

· モスクワ条約（ＳＯＲＴ）を強化、検証可能にし、戦略核保有は１０００を切らせるべきである。ハンス・ブリクスの大量破壊兵器委員会の勧告でも言われているところだ。

· 警報即発射（ＬＯＷ）の解除。冷戦時代の状態が未だに続いているのは信じがたい。

· ＣＴＢＴ発効

· 消極的安全保証。非同盟諸国（ＮＡＭ）がとりわけ強調しており、法的に義務づけるべき。

· 原子力供給国グループ（ＮＳＧ）。ＮＰＴ非加盟国には原子力協力しないというのが国際的なコンセンサスであり、ある種の秩序を何十年も作ってきた。これをいま米国が変えようとしている。この規範を崩してはならない。

· ６カ国協議については、作業部会の第５分科会に注目している。「東北アジアの平和及び安全のメカニズム」というのがテーマとなっている。朝鮮半島の非核化が進むとして、その先のことを各国が要求している。日本は東北アジア非核地帯をテーブルに乗せ、朝鮮半島だけではなく日本を含めた非核地帯を提案し、安全の保証を国際法に基づいて確保していくべきだ。今は日米安保だけがすべてだが、そうではない地域の安全保障を作っていく。

· 今回のＮＧＯ提言に、東北アジア非核地帯を入れてほしい。

報告者３．須藤隆也・財団法人日本国際問題研究所軍縮不拡散促進センター所長

· ＮＰＴは発効以来最大の危機を迎えている。特に北朝鮮や米印原子力協定の問題がある。イラン　に対しては安保理決議が採択されているが、制裁だけでは足りない。制裁を加えつつも核保有の動機をなくしていくアプローチが必要ではないか。

· ＮＰＴ運用検討会議に関して、ウィーンでのＮＰＴ日本セミナーの雰囲気はよかったが、核軍縮か不拡散か、という基本的な対立がまだ残っている。米国などは、イランなどのＮＰＴ違反が続いている限り核軍縮なんて話にはならないという強い態度だ。もう一つは途上国側、特にエジプなどは、中東非核地帯構想を強調している。これが進まないと２００５年の失敗と同じような形になってしまう。何らかの形で中東の非核化を進展させるべきである。

· ＣＴＢＴについては、北朝鮮の核実験以降早期発効の緊急性がより高まっている。米国は条約によって規制されたくないとの立場だ。国務省は上院議員の３分の１以上はＣＴＢＴに賛成していないので、政権が変わっても変わらないと見ている。米国世論・議会に働きかけていくことが必要である。

· ＦＭＣＴの交渉は、緊急に立ち上げる必要がある。妨害しているのは中国とパキスタンである。インドも一生懸命やると言いながら、本心ではあまり早くはやりたくないという状態ではないか。中国に対して何とか国際圧力で、ＰＡＲＯＳとのリンクを切るような形にすべきだ。今、多少は希望が出てきているようなので、ぜひこれを進めてもらいたい。

· 国連軍縮フェローシップは、世界中から若手外交官を１週間、広島、長崎に招待するというもので、地味なプログラムだが２０年くらい続いており、のべ６００人以上が参加している。若いときに来た人たちの中に今大使や大臣になっている人もいる。国連関係のいろいろなプログラムの中でも最も成功しているものだ。財政困難な面もあるが、こういうところには十分に予算をつけてもらいたい。

· 米印協定に関して、外務省軍縮部が悩んでいるのはよくわかる。インドの経済的必要性や、地球温暖化問題への言及もあるが、インドの原子力は今エネルギーの１％しかないから、ＣＯ２対策を強調しすぎない方がいい。核軍縮・不拡散の原理原則に反する。ＦＭＣＴができないとインドは国産ウランを兵器にするのは自由なので、米国からウランを輸入し、余った国産ウランを核兵器に使うこともできてしまう。ＦＭＣＴ交渉を早くし、その間、核分裂性物質のモラトリアムを厳重に守らせるということを日本としては最後まで頑張ってもらいたい。日本は核廃絶国連決議で印・パ、イスラエルに非核兵器国としてＮＰＴへの参加を求めているが、インドを核保有国として認めるような措置をとるなら、そういう決議を出すのをやめて欲しいという気持ちである。

· 軍縮教育に関しては米国が一番必要である。米国民の大多数は未だに核兵器を良い兵器だと思っている。米国の核兵器のおかげで世界は平和に保たれているという見方が強い。ヒロシマ・ナガサキのおかげで戦争が終わり、米兵何百万人、日本人何十万人が救われた、という教育をうけており、それでは困る。日本から軍縮教育の重要性を今度のＮＰＴ再検討会議で言い出してほしい。ＮＧＯも活躍できる場があるのではないか。

報告者４　吉田文彦・朝日新聞論説委員

· 今は本当に大きな節目のときである。２０１２年が重要だ。モスクワ条約、京都議定書の期限だからだ。原子力をどうするのか、という共通した問題に直面している。今決めたことが、何十年先の将来を左右することになる。

· 温暖化防止のために原子力利用論が高まっている。その裏でこの間、不拡散体制がどれだけ傷ついてきたのか。このまま原子力を増やして、だれがいったい責任を取るのか。

· イランの拡散への懸念から米国がポーランドとチェコにミサイル防衛システムを配備する計画を進めており、ロシアが反対している。ＩＭＦ条約があるが、ロシアの内部ではミサイル配備への声も高まっており、今までに作った軍縮条約にも綻びができてくるという悪循環が起こる可能性がある。

· １９５３年のアイゼンハワーの“Atoms for peace”演説から原子力の平和利用が始まり、ＮＰＴができる１９７０年までの間に原子力を拡散させたツケが今来ている。同じことをこれからするのか？という自問自答が必要である。それが今のインドの問題である。イランの場合、原子力がどうしても必要ならばほかの国からの供給となろう。だからこそエルバラダイは国際管理構想を真剣に訴えている。しかしこれには制度的な弱さが残っている。

· ジュネーブ軍縮会議（ＣＤ）は、普通これだけ業績がないと行革の中で潰されるような組織である。いつまで今のままでいるのかという不安が高まっている。今年は動くかもしれない。結果が出なければならない。

· 考えの近い人どうしで話し合っているだけでなく、政治家に働きかけるなど、積極的な動きが必要だ。

　以上のような４つの発題に続いて、以下の通り、意見交換が行われた。

· 米印原子力協定はＮＰＴ体制に大きな影響を与えるだけでなく、ＮＳＧがインドを認めたら、すぐにパキスタンにつながる。北朝鮮は別問題と思われているが、インドの状況は北朝鮮にも波及する可能性がある。インドとの協力は日本の国益にはつながらない。インドとの戦略的関係と言うけれども、核拡散はTrade off できるような問題ではない。原子力では温暖化問題解決にはならず、逆効果である。ウィーンでのＮＰＴ準備委員会ではＮＧＯがこの問題を取り上げるワークショップを開催するので、日本政府の代表にも是非参加してもらいたい。

· ＮＰＴ体制の危機を迎えている。拡散の危険を認識しているが、さらに問題なのは核保有国が軍縮努力義務を果たしていないことだ。最近キッシンジャー氏らが核廃絶への声明を出して注目されている。日本政府の決議案には「核廃絶への明確な約束」への言及がないのが残念だ。本当に核兵器廃絶の意志があるのならそこまで突っ込んでやってもらいたい。日本は議長国なので積極的に発言していってほしい。そうしたことが核保有国側のタイムテーブルにつながっていく。

· 北朝鮮核実験の後「核武装論」が出て、安倍首相は否定したが、米国の核の傘の下でやっていくことには変わらない。原子力空母母港化について外務省とやり取りをした時、「横須賀に配備するのは北朝鮮の脅威があるから」ということを理由にしていた。そのレベルの議論ではいくら北朝鮮に核廃棄を訴えても説得力がない。非核三原則は国是なのだから形骸化することなく実質的に行動してもらいたい。韓国ＮＧＯらと朝鮮半島、東北アジアの非核化に取り組んでいる。憲法９条に沿った行動をとってほしい。

· １９９５年、２０００年と積み重ねてきた合意の上に、６条義務の履行をはっきりさせなければ核不拡散体制は壊れる運命にある。ＮＧＯの努力として一番力を入れるべきなのは、アナン前事務総長が言うように「いずれなくす」ということをより明確化させることである。ＮＰＴの土俵だけで核兵器をなくしていこうというのでは狭い。６カ国協議などを通じて、核の傘が必要ない状況を作るイニシアティブを日本がとっていくことが大事だ。

· 外務省はＮＧ０ともっと率直に意見を交換する場を作ることを追求してもらいたい。軍縮教育は大切な課題である。核兵器がなぜだめなのか、根源的な部分は、結局は教育的な文化でしか伝わらない。とりわけ広島・長崎の実相は驚くほど世界では知られていない。原爆症や内部被曝の問題も含めて、世界に広げる努力をすべきだ。

· これらの問題を、政党などに話していく努力が必要だ。結局政治が決めることである。

· 核軍縮議員ネットワーク（ＰＮＮＤ）数年前に超党派でできた。まだまだ不活発である。市民の方にも責任があり、もっとプレッシャーを掛けていかなければならない。

· 外務省と話をするときに気になるのが担当の問題である。６者協議の担当はアジア太洋州局であるが、６者協議の分科会になると他の課が関わってくる。地域的安全保障の文脈で核の問題を考えるときに、その広がりで議論ができる枠組みが必要だ。今後のパブリックフォーラムの作り方を考えるときに検討してもらいたい。

· 軍縮教育では、被爆者の実体験を伝えていくことは当然必要だが、新しい世代に伝えていく必要のある時代になった。たとえばマンガや映画などの日本のポップカルチャーの利用も含め、工夫が必要である。

· 拉致問題などから「北朝鮮はけしからん」となって、「北朝鮮の核はだめなんだ」というあたりのところで、多くの日本人の若い人の発想は止まっているように思う。北朝鮮問題を拉致問題だけで考える風潮が今は強すぎるが、もう少し複合的に取り上げられてしかるべきである。もっとグローバルな視点で、なぜ北朝鮮の核や、核保有国の核がなぜ問題なのか、ということを考えていけるような世論の盛り上がりが必要だ。その意味で、ＮＰＴの維持・強化が重要だ。

　最後に、川崎氏が、以下のようにまとめて、本議題を締めくくった。

· グローバルな視点で軍縮を進める必要性を考える土壌を作っていくことが重要ということが、この分科会での共通の認識だった。今目の前にある不拡散問題の転換点というのは、グローバルな視点で軍縮を進めていかなければならないということに結び付けていく世論形成をしなければならなく、公正な多国間主義が必要であるということが重要な認識だった。

以上。

